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20周年

Ⅰ 学位取得者数 38,857人 （単位積み上げ型）

Ⅱ 省庁大学校 課程修了者への学位授与
学士 20,549人
修士 2,330人
博士 443人 （H26年１月２４日現在）

2種類ある 高等専門学校・短期大学・専門学校
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基礎資格
・短期大学卒業者、高等専門学校卒業者
・大学に編入学可能な専門学校修了者
・大学に２年以上在学し62単位以上修得者

① 基礎資格を有する者となる

② 大学などにおける「単位の修得」を行う

③ 「学修成果」を作成する

④ 機構に申請する
⑤ 学位授与の審査

⑥ 学士の学位が授与される

・専攻に係る具体的なテーマを設定し、

レポート にまとめる

現行の機構の学位授与制度



機構の学位授与の審査

① 基礎資格を有する者

② 大学などにおける「単位の修得」

③ 「学修成果」の作成

④ 機構への申請

⑤ 学位授与の審査

⑥ 学士の学位授与

基礎資格
・短期大学卒業者、高等専門学校卒業者
・大学に編入学可能な専門学校修了者
・大学に２年以上在学し62単位以上修得者

・専攻に係る具体的なテーマを設定し、
レポートにまとめる

・修得単位の基準

１）審査の体制
２）審査の枠組み

・修得単位の審査
・学修成果・試験の審査

学修成果に関する事項について
小論文形式の試験

学修成果と試験を組み合せて 審査判定



学位授与制度・運用の改善

１．高専・短大の認定専攻科に対する見込み申請を可とした
（平成5年度）

２．大学に編入学できる専門学校修了者に基礎資格を認めた
(平成11年度）

３．積み上げ単位の大学単位16単位の修得を廃止した
（平成13年度）

４．試験会場の拡大
札幌(H16)、東京(H4)、大阪(H5)、岡山(H22)、福岡(H14)

５．不合格者に対して個別に不合格理由の通知
(平成24年度10月期）

６．新たな審査方式の導入
（平成27年度10月期～）



学位授与制度・運用の改善

平成23年1月31日中央教育審議会答申
「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」

②高等専門学校

〇 現在、本科卒業後、大学評価・学位授与機構が認定した専攻科に
おいて所定の単位を修得した者で、大学評価・学位授与機構の審査
を経て合格と判定された者に学士の学位が授与されているが、

学生の能力をより的確に把握するとともに、専攻科における学生の主
体的な学習活動を一層充実させる観点から、当該専攻科における学
修の成果に基づいて円滑な学位の審査と授与が行われるよう、運用
の改善を図ることが望まれる。

学位審査会 ２０１３年１１月８日 にて決定

平成２４年度～
文部科学省との協議 → 課題や問題点等の整理



新たな審査方式の適用範囲

１）新たな審査方式は、短大専攻科も・高専専
攻科と同様に共通の制度とする

２）新たな審査方式は、その適用を希望し認定
を受けた認定専攻科に限る

３）一般の申請者及び新たな審査方式の認定
を受けない認定専攻科からの申請者に対して
は、従来通りの審査を行う



新たな審査方式の変更点－１

従来

「修得単位の審査」と

「学修成果及び試験による審査」

↓
① 修得単位の基準を見直す

② 学士課程教育に相当する学修を行った

総括としての科目 [学修総まとめ科目] 
の履修を求める。



新たな審査方式の変更点－２

• 学生個々人に対する合否の審査から、
専攻科に対しての審査を
充実する方向

• （新たな審査方式の適用認定の審査と
教育の実施状況等の審査 ）

[学修総まとめ科目]   の内容、成績評価の基準、
担当する教員の審査等



「新たな審査方式」の検討経緯

H23年 中教審答申

H24年～ 三者協議 ： 課題の整理
（文部科学省、国立高専機構、当機構）

H25年 当機構より「新たな審査方式(案)」提案

H25年学位審査会における討議
5月、8月、11月

H27年度10月期の修了見込み者からの適用
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専門委員会

専門委員会（部会）

専門委員会（部会）

専門委員会（部会）

・
・

・ 27の専攻分野

・ 専門委員会（部会）で審査

・ 委員は大学教授

体系的な単位の修得が
なされているか？

学位審査の体制・組織

「新しい学士への途」 46ページ
(59の専攻の区分、27の専攻分野の名称）



修

得

単

位

専攻に係る単位

専攻に係る単位以外の単位

専門的な内容の授業科目の単位
（専門科目の単位）

専門に関連する授業科目の単位
（関連科目の単位）

修得単位の審査の基準

専攻の区分ごとに異なる



「新しい学士への途」
11ページ、12ページ

修得単位の審査

基礎資格を有する者の区分

第１区分
・ 修業年限２年の短期大学を卒業した者
・ 高等専門学校を卒業した者

・・・

第２区分
・ 修業年限３年の短期大学を卒業した者

・・・

第３区分
大学の学生として２年以上在学し62単位以上を修得した者


